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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車のボディ部分のための軽量の音を遮断するライニング（１）であって、
　音吸収層、音吸収層と直接結合された、実質的に空気密の音緩衝層およびそれに連続す
る発泡材層（１．３）を有し、音吸収層（１．１）が多孔の吸収体から形成されている、
ものにおいて、
　多孔の吸収体が、１００Ｐａの検査圧力において１５０～２、０００リットル／ｍ2ｓ
の範囲内の空気透過性を有し、
　音緩衝層（１．２）が、発泡材層（１．３）の少なくとも０．５ｍｍ厚みの複合スキン
層から形成されており、かつ多孔の吸収体の背面発泡によって、実質的に泡の浸透なしで
、多孔の吸収体と材料結合で結合されている、
　ことを特徴とする軽量の音を遮断するライニング。
【請求項２】
　多孔の吸収体が、５～４０ｋＮｓ／ｍ4の範囲内の、長さに関する流れ抵抗を有してい
る、ことを特徴とする請求項１に記載のライニング。
【請求項３】
　多孔の吸収体が、その横断面にわたって見て、実質的に均等な密度および／または実質
的に均等な流れ抵抗を有している、ことを特徴とする請求項１または２に記載のライニン
グ。
【請求項４】
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　多孔の吸収体が、１００～１、６００ｇ／ｍ2の面積重量および／または２～３０ｍｍ
の範囲内の厚みを有している、ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の
ライニング。
【請求項５】
　多孔の吸収体が、ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維、ポリエチレン繊維とポリプ
ロピレン繊維の混合物、木綿繊維またはポリエチレン繊維と天然繊維の混合物からなる繊
維フリースから形成されている、ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載
のライニング。
【請求項６】
　音緩衝層（１．２）が、１～５ｍｍの範囲内の厚みを有している、ことを特徴とする請
求項１から５のいずれか１項に記載のライニング。
【請求項７】
　音緩衝層（１．２）が、０．０８～２．０ｇ／ｃｍ3の範囲内の、嵩密度を有している
、ことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載のライニング。
【請求項８】
　音緩衝層（１．２）が、局所的に異なる厚みの面領域を有し、厚みの差が少なくとも１
ｍｍである、ことを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載のライニング。
【請求項９】
　発泡材層（１．３）が、０．０２～０．１ｇ／ｃｍ3の範囲内の嵩密度を有している、
ことを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載のライニング。
【請求項１０】
　その全面重量が、２、５００ｇ／ｍ2より少ない、ことを特徴とする請求項１から９の
いずれか１項に記載のライニング。
【請求項１１】
　音緩衝層（１．２）が、多孔の吸収体（１．１）を実質的に全面で覆っている、ことを
特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載のライニング。
【請求項１２】
　音緩衝層（１．２）が、多孔の吸収体（１．１）によって部分的にだけ覆われている、
ことを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載のライニング。
【請求項１３】
　その音吸収層（１．１）のみが、フレキシブルなシールリップ（１２’）を有している
、ことを特徴とする請求項１から１２のいずれか１項に記載のライニング。
【請求項１４】
　ライニングが、少なくとも１５０℃の温度耐性を有している、ことを特徴とする請求項
１から１３のいずれか１項に記載のライニング。
【請求項１５】
　多孔の吸収体（１．１）が、難燃性の繊維フリースから形成されている、ことを特徴と
する請求項１から１４のいずれか１項に記載のライニング。
【請求項１６】
　自動車のボディ部分のための軽量の音を遮断するライニング（１）を形成する方法であ
って、
　多孔の音吸収層（１．１）がポリオールとイソシアネートを含む反応混合物によって発
泡工具（６、６I）内で直接背面発泡されるものにおいて、
　多孔の音吸収層（１．１）として、１００Ｐａの検査圧力において１５０～２、０００
リットル／ｍ2ｓの空気透過性を有する吸収体が使用され、
　反応混合物が、音吸収層（１．１）の背側に対して実質的に平行、かつ／または、発泡
工具のキャビティの底面（８．１）に対して実質的に平行に、発泡工具内へ投入され、
　反応混合物から、実質的に空気密の、少なくとも０．５ｍｍ厚みの複合スキン層（１．
２）を有する発泡材層（１．３）が形成され、その発泡材層が実質的に泡の浸透なしで音
吸収層（１．１）と材料結合で結合されるように、発泡工具の予め定められた表面部分領
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域が温度調節され、かつ／または、投入の間イソシアネートに対するポリオールの混合比
が変化される、
　ことを特徴とする軽量の、音を遮断するライニングを形成する方法。
【請求項１７】
　反応混合物の制限された体積が、発泡工具（６、６I）内へ、反応混合物が最初は多孔
の音吸収層（１．１）に接触しないように投入され、次に、反応混合物が十分に反応した
場合に、反応混合物と多孔の音吸収層（１．１）との間に材料による結合が生じる、こと
を特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　多孔の音吸収層（１．１）の背面発泡が、開放した発泡工具（６）内で実施される、こ
とを特徴とする請求項１６または１７に記載の方法。
【請求項１９】
　多孔の音吸収層（１．１）の背面発泡が、閉鎖された発泡工具（６I）内で実施される
、ことを特徴とする請求項１６または１７に記載の方法。
【請求項２０】
　反応混合物が、方向変換装置（２２）を使用して閉鎖された発泡工具（６I）内へ噴射
され、方向変換装置（２２）が反応混合物に、多孔の音吸収層（１．１）の背側に対して
実質的に平行に向けられた噴射流れ方向（Ｅ）を強制する、ことを特徴とする請求項１９
に記載の方法。
【請求項２１】
　使用される多孔の音吸収層（１．１）が、その横断面にわたって見て、実質的に均等な
密度および／または実質的に均等な流れ抵抗を有している、ことを特徴とする請求項１６
から２０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２２】
　多孔の音吸収層（１．１）が、５～４０ｋＮｓ／ｍ4の範囲内の長さに関する流れ抵抗
を有している、ことを特徴とする請求項１６から２１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２３】
　使用される多孔の音吸収層（１．１）が、１００ｇ／ｍ２～１、６００ｇ／ｍ2の面積
重量および／または２～３０ｍｍの範囲の厚みを有している、ことを特徴とする請求項１
６から２２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２４】
　使用される多孔の音吸収層（１．１）が、ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維、ポ
リエチレン繊維とポリプロピレン繊維の混合物、木綿繊維またはポリエチレン繊維と天然
繊維の混合物から形成されている、ことを特徴とする請求項１６から２３のいずれか１項
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音吸収層、音吸収層と直接結合された、実質的に空気密の音緩衝層およびそ
れに連続する発泡材層を有する、特に軽量のダッシュパネルライニング(Stirnwandverkle
idungen)の形状の、自動車のボディ部分のための軽量の音を遮断するライニングに関する
。本発明は、さらに、この種のライニングを形成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車のための従来のダッシュパネルライニングは、音を緩衝する重量層と発泡材層ま
たはテキスタイルのフリース層とから構成され、発泡材層またはフリース層が、ばね－質
量－システムの弾性的なばねとして、重量層が音響学的な質量として作用する。重量層と
して、熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）またはＥＰＤＭからなるマットまたは成形部品が
使用され、それらはしばしば充填剤、たとえば硫酸バリウムまたは炭酸カルシウムを含ん
でいる。重量層は、比較的大きい重量を有している。重量層は、しばしば、２～４ｋｇ／
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ｍ2の面積重量を有し、時には特に４～８ｋｇ／ｍ2の間の面積重量を有する。弾性的なば
ねとしては、通常、ＰＵＲ軟発泡材またはポリエステル繊維あるいは木綿繊維からなるフ
リースが使用される。従ってこの種のダッシュパネルライニングの面積重量は、通常、３
．５ｋｇ／ｍ2超の範囲内にあって、それは、全車両重量ないし燃料消費の軽減に関して
望ましくない。特に、音吸収能力を改良するために、重量層の、発泡材層とは逆の側に、
たとえばＰＥＴフリースからなる音吸収層が積層される場合に、使用する異なる材料の数
が比較的多いことに基づいて、この種のダッシュパネルライニングのためには、それに応
じた時間およびコストのかかる製造プロセスが生じる。
【０００３】
　特許文献１からは、ダブルマットとして形成された、特に軽いばね－質量－システムが
知られており、それは、開放孔のポリウレタン軟泡と、充填されたポリウレタン重泡から
なるカバー層とからなり、特に自動車のダッシュパネルライニングとして形成されている
。ポリウレタン重泡(Scwerschaum)は、複合泡(integral schaum)として形成され、８０～
９０のショア硬度Ａを有し、４００～５００重量％の付加的な充填剤割合を有している。
カバー層の上述した硬度を実現するために、市場で一般的な硬泡ポリオールと市場で一般
的な軟泡ポリオールからなるポリオール混合物が使用される。カバー層とポリウレタン軟
泡層が、背面発泡形成によって互いに結合され、カバー層が型内へ挿入されて、ポリウレ
タン軟泡が背面発泡形成される。この既知のダブルマットの形成も、比較的時間とコスト
がかかる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】独国特許公開公報ＤＥ２７３５１５３Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、少ない重量を有し、かつ比較的安価に実現される、音を緩衝し、かつ
音を吸収するライニング、特に自動車のためのダッシュパネルライニングを提供すること
である。さらに、この種の音を遮断するライニングを安価に形成するための方法が提供さ
れる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この課題は、請求項１の特徴を有するライニングによって解決される。
【０００７】
　本発明に基づくライニングは、音吸収層、音吸収層と直接結合された、実質的に空気密
の音緩衝層およびそれに連続する発泡材層を有している。音吸収層は、１００Ｐａの検査
圧力において１５０～２、０００リットル／ｍ2ｓの範囲の空気透過性を有する多孔の吸
収体から、好ましくは繊維フリースまたは発泡材から形成されている。音緩衝層は、本発
明によれば、発泡材層の、少なくとも０．５ｍｍ厚みの複合スキン層(integralen Hautsc
hicht)から形成されており、音緩衝層は、多孔の吸収体の背面発泡によって、実質的に泡
浸透なしで吸収体と材料結合で結合されている。
【０００８】
　従って音緩衝層と発泡材層は、同じ原材料から１つのプロセスステップで形成され、出
来上ったライニング内で互いに複合的に結合されている。好ましくは発泡材層は、実質的
に孔のない、音緩衝層として用いられるスキン層を有するポリウレタン軟泡層である。他
の材料、たとえばエチレン－プロピレン－ジエン－ゴム（ＥＰＤＭ）から形成される重量
層を回避し、かつ重量層ないし音緩衝層上に音吸収層を貼り付けるプロセスステップを省
くことによって、本発明に基づくライニングにより、著しい重量削減とコスト節約が得ら
れる。本発明に基づくライニングの全面重量が、例えば、２、５００ｇ／ｍ2より少なく
、好ましくは２、０００ｇ／ｍ2より少ない。
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【０００９】
　好ましくは繊維フリースまたは開放孔の発泡材からなる多孔の吸収体は、－接着なしで
－音緩衝層（スキン層）と材料結合で結合されている。多孔の吸収体は、その比較的高い
空気透過性によって、高い音吸収能力を有する。もちろん、多孔の吸収体の高い空気透過
性は、吸収体の背面発泡の際の泡浸透の防止に関しては、不利である。しかし、発明者は
この問題を効果的な方法措置によって解決しているので、多孔の吸収体の音吸収能力は、
背面発泡によって全く損なわれない。
【００１０】
　本発明に基づくライニングの好ましい形態によれば、音緩衝層は局所的に異なる厚みの
面領域を有しており、厚みの差は、少なくとも１ｍｍ、特に少なくとも２ｍｍである。そ
れによって、重量を削減されたライニングの音遮断作用は、通常不均一な音レベル分布を
考慮して、最適化される。本発明に基づくライニングの好ましい態様に従うと、多孔の吸
収体が、５～４０ｋＮｓ／ｍ4の範囲内の、好ましくは５～２５ｋＮｓ／ｍ4の範囲内の、
長さに関する流れ抵抗を有する。また、本発明に基づくライニングの好ましい態様に従う
と、音緩衝層が、０．０８～２．０ｇ／ｃｍ3の範囲内の、好ましくは０．０８～１．４
ｇ／ｃｍ3の範囲内の、嵩密度を有する。さらに、多孔の吸収体が、難燃性の繊維フリー
スから、好ましくはポリエステルフリースから形成される。
【００１１】
　本発明に基づくライニングを形成するための方法に関して、上述した課題は、請求項１
６の特徴を有する方法によって解決される。
【００１２】
　本発明に基づく方法は、実質的に、１００Ｐａの検査圧力において１５０～２、０００
リットル／ｍ2ｓの範囲の空気透過性を有する、好ましくは繊維フリースまたは開放孔の
発泡材から形成された多孔の音吸収層が、ポリオールとイソシアネートを含む反応混合物
によって発泡工具(Schaeumwerkzeug)内で直接背面発泡され、反応混合物が、音吸収層の
後ろ側に対しておよび／または発泡工具のキャビティの底面に対して実質的に平行に発泡
工具内へ投入され、かつ発泡工具の予め定められた表面部分領域が後述するように温度調
節され、かつ／または、投入の間のイソシアネートに対するポリオールの混合比が後述す
るように変化され、すなわち反応混合物から、実質的に空気密の、少なくとも０．５ｍｍ
厚みの複合スキン層を有する発泡材層が形成され、その発泡材層が実質的に泡浸透なしで
音吸収層と材料結合で結合されるように、温度調節され、かつ／または、変化されること
を特徴としている。反応混合物が多孔の吸収体の背側に対して平行に投入され、ないしは
さらに流れることによって、泡浸透ないしは多孔の吸収体の貫通が防止される。
【００１３】
　本発明に基づく方法は、ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維、ポリエチレン繊維と
ポリプロピレン繊維の混合物、木綿繊維またはポリエチレン繊維と天然繊維の混合物から
なる、標準的な繊維フリース、特にボリュームフリースの使用を許す。本発明に基づくラ
イニングにおいて使用されるフリースは、特別な表面処理を有する必要はない。特に含浸
される必要もない。従って、本発明に基づくライニングの繊維フリースは、標準ウェアと
することができる。
【００１４】
　本発明に基づく方法の好ましい形態は、制限された体積の反応混合物が発泡工具内へ、
最初は反応混合物が多孔の吸収体に接触しないように投入され、次に反応混合物が十分に
反応する際に反応混合物と多孔の吸収体との間に材料による結合が生じることにある。
【００１５】
　換言すると、反応混合物は発泡工具内へ、反応混合物が反応（膨張）する際に多孔の吸
収体がその上に「浮上する」ように、投入される。多孔の吸収体は、上方の発泡工具半体
の下側に取り付け、あるいは固定することができる。
【００１６】
　本発明に基づくライニングおよびそれを形成する方法の他の好ましい、かつ効果的な形
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態が、下位請求項に記載されている。以下、複数の実施例を示す図面を用いて、本発明を
詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】エンジンルームから客室を分離するダッシュパネルの内側に配置されたライニン
グを備えた自動車の前方部分を示す断面図である。
【図２】本発明に基づくライニングの一部を示す断面図である。
【図３】本発明に基づくライニングの他の実施例の一部を示す断面図である。
【図４】本発明に基づくライニングを形成するための開放した発泡工具を、噴射相の最後
において示す断面図である。
【図５】図４の発泡工具を閉鎖された状態で示す断面図である。
【図６】本発明に基づくライニングを形成するための他の発泡工具を、噴射相の始めにお
いて示す断面図である。
【図７】図６に示す発泡工具を、噴射相の終了後において示す断面図である。
【図８】本発明に基づくライニングを形成するための他の発泡工具を、噴射相の始めにお
いて示す断面図である。
【図９】本発明に基づくライニングを形成するための他の発泡工具を、噴射相の始めにお
いて示す断面図である。
【図１０】本発明に基づくライニングを形成するための他の発泡工具の一部を、噴射相の
終了後において示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明に基づく音を遮断するライニングは、好ましくは、自動車２のための内側のダッ
シュパネルライニング１として形成されている。しかしこれは、原則的に、自動車の他の
ボディ部分のための音を遮断するライニングとして、たとえばエンジンボンネットライニ
ングまたは天井として、形成することもできる。
【００１９】
　図１に示す実施例において、ライニング１は、客室４をエンジンルーム５から分離する
ダッシュパネル３の内側の形状に適合されている。
【００２０】
　ライニング１は、自己支持するものであって、比較的小さい重量を特徴としている。全
面積重量は、たとえば２、５００ｇ／ｍ2より少なく、好ましくは２、０００ｇ／ｍ2より
少ない。ライニングは、音吸収層１．１、実質的に空気密の音緩衝層１．２およびそれに
連続する発泡材層１．３を有している。音吸収層１．１は、繊維フリースから形成されて
いる。それに対して音緩衝層１．２は、ＰＵＲ軟泡材層の、少なくとも０．５ｍｍ厚さの
複合スキン層からなる。音緩衝層（スキン層）１．２は、繊維フリース１．１と材料結合
されている。そのために、繊維フリース１．１は、ポリオールとイソシアネートを含む反
応混合物によって、特に好ましくはワンショットで（"one-shot-process"）、すなわち１
段階の作業工程で、背面発泡されている。
【００２１】
　繊維フリース１．１の背面発泡は、繊維フリースを通る泡浸透が阻止されるように、実
施される。従って、繊維フリース１．１の音を吸収する特性は、実質的に変化されないま
まである。そのために、たとえば反応混合物の噴射流方向Ｅが、繊維フリース１．１の下
側に対して、ないしは下方の発泡工具半体の表面に対して、平行に方向づけされている。
【００２２】
　繊維フリース１．１は、ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維、ポリエチレン繊維と
ポリプロピレン繊維の混合物、木綿繊維またはポリエチレン繊維と天然繊維の混合物から
形成されている。特にそれは、ボリュームフリースとすることができる。それは、１５０
～２、０００リットル／ｍ2ｓ（１００Ｐａの試験圧力で測定）の範囲の空気透過性を有
している。その長さに関する流れ抵抗は、５～４０ｋＮｓ／ｍ4の範囲、好ましくは５～
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２５ｋＮｓ／ｍ4の範囲にある。
【００２３】
　繊維フリース１．１は、たとえば含浸のような、特別な機械的および／または化学的な
表面処理を受けていない。背面発泡すべき繊維フリース１．１は、たとえば、繊維フリー
ス帯から２次元の打抜き部品として切り取られている。横断面にわたって見て、繊維フリ
ースは、実質的に均等な密度と実質的に均等な流れ抵抗を有している。従って繊維フリー
スとして、本発明に基づくライニングにおいては、値頃な標準ウェアを使用することがで
きる。
【００２４】
　繊維フリース１．１の面積重量は、１００～１、６００ｇ／ｍ2の範囲、好ましくは１
００～１、２００ｇ／ｍ2の範囲内にある。繊維フリースの層厚は、たとえば２～３０ｍ
ｍ、特に５ｍｍ～２０ｍｍである。
【００２５】
　音緩衝層１．２を形成するために、発泡工具内でその混合成分が反応する際のＰＵＲ軟
泡材のスキン形成が利用される。緩衝層１．２の厚みと密度は、反応混合物のレセプタお
よび／または工具温度を介して制御され、ないしは調節される。音緩衝層１．２の厚みは
、たとえば１～５ｍｍである。その嵩密度は、たとえば０．０８～２．０ｇ／ｃｍ3の範
囲、好ましくは０．０８～１．４ｇ／ｃｍ3の範囲にある。それに対して発泡材層１．３
の嵩密度は、０．０２～０．１ｇ／ｃｍ3の範囲、たとえば０．０２～０．０６ｇ／ｃｍ3

の範囲にある。
【００２６】
　繊維フリース１．１の背面発泡は、閉鎖された発泡工具内でも、開放された発泡工具内
でも行うことができる。本発明に基づくライニングの形成を、図４から１０を参照して説
明する。
【００２７】
　図４には、幾つかに分かれた発泡工具６が図式的に示されている。貯蔵タンク、攪拌機
を備えた容器、配量ポンプ、配管、混合ヘッドなどのような、他の設備部材は、見やすく
するために示されていない。反応混合物の主成分（イソシアネートとポリオール）が、貯
蔵タンクから中間容器へ移され、必要な温度にされて、配量アグリゲートを介して混合ヘ
ッド（図示せず）へ供給され、その混合ヘッドが下方の発泡工具半体６．１の１つまたは
複数の注入開口部７に接続されている。
【００２８】
　反応混合物ないしその主要成分に、填料を添加することができる。填料として、たとえ
ば硫酸バリウムおよび／または白亜が適している。もちろん選択的に、填料を省くことも
できる。填料（ＢａＳＯ4および／または白亜）は、場合によってはＣＯ2と組み合わされ
る。ＣＯ2の添加によって、軟泡層１．３の嵩密度が減少する。
【００２９】
　発泡工具６は、下方の工具半体６．１と上方の工具半体６．２を有し、それらが一緒に
なって、工具の閉鎖された状態において、形成すべきライニングに相当するキャビティ８
を定める。上方の工具半体６．２は、下方の工具半体６．１に対して上昇および下降可能
に形成されている。
【００３０】
　工具半体６．２の下側に、繊維フリース１．１の裁断片が取り外し可能に固定されてい
る。裁断片は、たとえば打抜きによって形成される。繊維フリース１．１を取り外し可能
に固定するために、工具半体６．２の下側に、たとえば針、特に返しを有する針、面ファ
スナー、把持部材などを設けることができる。
【００３１】
　反応混合物を工具キャビティ８内へ投入することは、下方の工具半体（型半体）６．２
に形成された１つまたは複数の供給通路９を介して行われる。それぞれの供給通路は、反
応混合物の噴射流方向Ｅが、繊維フリース１．１の下側に対して、ないしは工具キャビテ
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ィの底面８．１に対して、実質的に平行に方向付けされるように、形成されている。
【００３２】
　工具キャビティ８内への反応混合物の噴射は、発泡工具６が開放された状態で行われる
。従って反応混合物は、最初は、繊維フリース１．１に接触しない。制限された、ないし
は予め定められた体積の反応混合物が発泡工具６内へ投入された後に、発泡工具が閉鎖さ
れる。反応混合物と繊維フリース１．１の間の直接的な材料結合は、キャビティ８内で膨
張する、反応混合物の反応の際に生じる。繊維フリース１．１は、実際に、上昇するＰＵ
Ｒ軟泡上に浮上する。
【００３３】
　発泡工具６は、温度調節装置を有しており、その温度調節装置は、工具半体６．１、６
．２内に制御可能に統合された流体通路を有しており、その流体通路を用いて発泡工具６
の、キャビティ８を画成する予め定められた表面領域を、所望に温度調節（冷却）するこ
とができる。
【００３４】
　発泡工具６の表面領域の温度調節は、この文脈においては、該当する表面領域を、より
暖かい軟泡反応混合物に対して相対的に冷却することを意味している。
【００３５】
　下方の工具半体６．１は、流体通路１０のグループを有しており、その流体通路が、流
体を供給する共通の分配導管（図示せず）と流体を運び去る共通の収集導管（図示せず）
に接続されている。この流体通路のグループへ供給される流体の温度は、この流体通路１
０に最も近い工具表面が、５０～９０℃の範囲の、たとえば約７０℃±１５℃の温度を有
し、ないしはそこで上述した温度範囲内の温度が生じるように、制御される。
【００３６】
　上方の工具半体６．２内に統合された流体通路１１が、第２のグループの流体通路を形
成し、それが、流体を供給する他の共通の分配導管（図示せず）とこの流体を運び去る他
の収集導管（図示せず）に接続されており、流体の温度は、上方の工具半体６．２の、流
体通路１１に最も近い表面が、１５～６０℃の範囲内の、たとえば約３５℃±１５℃の温
度を有し、ないしはそこでこの温度範囲内の温度が生じるように、制御される。
【００３７】
　工具半体６．１、６．２のキャビティを画成する表面間の温度差は、少なくとも１５℃
、好ましくは少なくとも２５℃である。
【００３８】
　軟泡材層の泡構造は、実質的に、反応混合物の化学的架橋結合の際に生じる燃料ガスに
よって生じる。場合によって添加されるＣＯ2が、発泡プロセスを支援する。下方の工具
半体６．１の表面に対して上方の工具半体６．２の表面が相対的に冷却されることによっ
て、より冷たい工具表面に隣接する領域内で反応混合物内の発泡プロセスが抑圧されるの
で、そこに、少なくとも０．５ｍｍ、好ましくは少なくとも０．８ｍｍ、特に好ましくは
少なくとも１ｍｍの厚みを有する、実質的に孔のない複合スキン１．２が形成される。ス
キンは、音を遮断する緩衝層１．２として作用する。これは、好ましくは空気密であり、
あるいは少なくとも実質的に空気密である。スキン１．２は、繊維フリース１．１の背側
と材料結合で結合される。
【００３９】
　繊維フリース１．１は、それを発泡工具６に取り付ける場合に、上方の工具６．１の表
面の温度のずっと下の温度を有する。本発明の好ましい形態によれば、繊維フリース１．
１は、１０～１５℃の範囲の温度に冷却されて、この冷却された状態において上方の工具
半体６．２に固定される。それに対して下方の工具半体６．２のより暖かい表面には、発
泡プロセスによって開放孔の音吸収体１．３が形成され、その音吸収体は開放孔の表面ま
たは単に極めて薄いスキン１．４を有するが、この薄いスキン１．４は、音を通し、ある
いは音透過性である。音を通すスキン１．４は、４００μｍより少ない、好ましくは２５
０μｍより少ない厚みを有している。これは、たとえば１５０μｍより薄く、かつ部分的
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にだけ形成することもできる。
【００４０】
　本発明に基づくライニング１は、必要な場合には、端縁側にフレキシブルなシールリッ
プ１２を有し、そのシールリップは、場合によっては存在する製造誤差を補償することが
でき、従って隣接する構成部分ないしボディ部分へのライニング１の密な適合を保証する
（図２を参照）。
【００４１】
　シールリップ１２を実質的に孔なしで形成するために、下方の型半体６．１内において
シールリップに対応するキャビティ部分の近傍に流体通路１３が設けられており、その流
体通路は、同様に第２のグループの流体通路に対応づけられた流体分配導管（図示せず）
に接続されている。従って、流体通路１０と１３を貫流する流体は、同一の温度を有する
。
【００４２】
　下方の型半体６．１内にさらにタペット１４が設けられており、それを用いて出来上っ
た型部品、従ってライニング１を、発泡工具６を開放した後に放出することができる。
【００４３】
　ボディ部分のための音を遮断する多くのライニング内に、たとえばケーブル、ホース導
管および／または機械的アグリゲートを挿通するために用いられる、切欠きが形成されな
ければならない。図２に示すように、ケーブルまたはホース導管のための切欠き１５には
、ライニング１のスキン形成された側において、従って実質的に孔のない複合スキン１．
２を有する側において、ケーブルないしホース導管（図示せず）を密閉して挿通するため
に、好ましくは、弾性的に拡幅可能なノズル１６が設けられている。
【００４４】
　図３には、ダッシュパネルの切欠き３．１を通り抜けるペダル部材１７を有する自動車
のダッシュパネル３の部分が、図式的に示されている。ダッシュパネル３の内側には、ペ
ダル部材１７のための切欠き１８を有する本発明に基づくライニング１が配置されている
。
【００４５】
　図６と７は、本発明に基づくライニング１を形成するための他の発泡工具６Iを図式的
に示している。図４に示す発泡工具６とは異なり、下方の型半体６．１内に摺動可能な噴
射部材１９が使用されている。噴射部材１９は、それぞれパイプ部分２０を有しており、
それが、下方の工具半体６．１の孔２１内に軸方向に摺動可能に収容されている。パイプ
部分２０はその、発泡工具６Iのキャビティ８へ向いた端部に、方向変換部材２２を有し
ており、それを介してポリオールとイソシアネートを含む反応混合物が、パイプ部分に対
して径方向に方向変換される。方向変換部材２２は、反応混合物が繊維フリース１．１上
に実質的に垂直に噴射されないことを、保証する。方向変換部材２２に基づいて、反応混
合物の噴射流れ方向Ｅはむしろ、繊維フリース１．１の表面に対し、ないしはキャビティ
８の底面８．１に対して実質的に平行に方向づけされている。方向変換部材２２は、たと
えばディスク状のプレートの形状で形成することができる。
【００４６】
　もちろん、本発明に基づく方法において、反応混合物がキャビティ８内へ噴射される場
合に繊維フリース１．１とも直接接触して、繊維フリースの下側に沿って流れることは、
まったく可能である。しかし、反応混合物の噴射流れ方向Ｅとそれに伴って主要流れ方向
ないし圧力方向は、繊維フリース１．１の下側に対して実質的に平行に向けられている。
従って実質的に、繊維フリース１．１の下側に対して平行に反応混合物の層状の流れが生
じる。
【００４７】
　さらに、多孔の音吸収層１．１（たとえば繊維フリース）を、本発明に基づくライニン
グ１の１つまたは複数の部分領域内に部分的にだけ設けることは、本発明の枠内にある。
これは特に、本発明に基づくライニング１を通してケーブルまたはホース導管を挿通する
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ための切欠きの場合に言えることである。フリース１．１が設けられていない領域内では
、反応混合物は場合によっては、上方の工具半体６．２に対して垂直にキャビティ内へ噴
射（注入）することもできる。しかし、繊維フリース１．１の領域内では、反応混合物は
繊維フリースに対して垂直ではなく、その下側に対して実質的に平行に噴射される。
【００４８】
　孔２１の、キャビティ８内へ連通する端部は、それぞれ凹部２３によって拡幅されてお
り、その中へ方向変換部材２２が噴射相の終了後に引き込まれる。噴射部材１９は、さら
に、出来上った型部分を工具キャビティから放出するために、タペットとして用いられる
。
【００４９】
　代替的に、反応混合物を温度調節された型工具（図示せず）のキャビティ内へ噴射また
は注入して、その後繊維フリース１．１の裁断片を投入された反応混合物上に載置するこ
ともできる。新しく塗布された軟泡の上側および／または繊維フリースは、好ましくは、
温度調節された型工具に対して冷却される。繊維フリース裁断片は、好ましくは、上昇す
る反応混合物に対してホルダによって固定される。従って、繊維フリース１．１は、反応
混合物が膨張（発泡）する場合に軟泡層１．３上に「浮上」し、泡が硬化する際に軟泡層
１．３の実質的に空気密の複合スキン１．２と材料結合で結合する。
【００５０】
　図８から１０には、本発明に基づくライニングを形成するための他の幾つかに分かれた
発泡工具が図式的に示されている。
【００５１】
　多孔の吸収体から、好ましくは繊維フリース、特にボリュームフリースから、あるいは
開放セルの空気を透過する発泡材から形成された音吸収層１．１は、発泡された音緩衝層
１．２の一方の側に全面的に、あるいは部分的に配置することができる。
【００５２】
　音緩衝層１．２の部分面のみを覆う音吸収層を有する、本発明に基づくライニングは、
図８に例示するような、発泡工具６IIによって形成することができる。下方の型半体６．
１が、型壁（型面）３０を定め、その型壁内に、多孔の空気を透過する音吸収層１．１の
裁断片を収容するための、少なくとも１つの凹部（ポケット）３１が形成されている。凹
部３１によって定められる中空室が、その中へ挿入される吸収体裁断片１．１によって実
質的に完全に充填される。凹部３１の端縁ないし凹部が工具半体６．１の型壁３０へ移行
する部分に、一周するフレーム３２が載置される。フレーム３２によって、発泡材層を形
成するために発泡工具６IIのキャビティ８内へ噴射された反応混合物Ｒが音吸収層１．１
の下へ流れることが、防止される。フレーム３２は、音吸収層１．１の端縁を覆い、凹部
３１の端縁を越えて外側へ延びている。フレーム３２は、フラットに形成されており、場
合によっては鋼からなる。フレームは、分離剤（抗付着剤）によってコーティングされて
いる。
【００５３】
　発泡工具６IIの少なくとも１つの噴射通路９（いわゆる注入点）は、音吸収層を収容す
る少なくとも１つの凹部３１に関して、反応混合物Ｒが音吸収層１．１の背側に対してほ
ぼ平行に発泡工具６II内へ投入されるように、配置されている。図８に矢印Ｅによって示
唆されるように、噴射通路９を介してキャビティ内へ投入された反応混合物Ｒは、凹部３
１内へ挿入された吸収体裁断片１．１の背側に対して実質的に平行に流れる。発泡工具は
、さらに、キャビティ８内へ連通する排気孔３３を有しており、その排気孔は、たとえば
上方の型半体６．２内に形成されている。
【００５４】
　符号１０と１１によって、ここでも異なるグループの流体通路が示されている。流体通
路１０を通して、５０～９０℃の範囲の温度にある流体が案内され、流体通路１１を通し
ては、１５～６０℃の範囲にある温度の流体が案内される。流体の温度は、工具半体６．
１、６．２の、キャビティ８を画成する表面の間に、少なくとも１５℃の、好ましくは少
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なくとも２０℃の温度差が生じるように、制御される。
【００５５】
　図９には、導管および／または機械的な構成部分を挿通させるための少なくとも１つの
切欠きを有する、本発明に基づくライニングを形成するための発泡工具６IIIが示されて
いる。そのために、音吸収層１．１の裁断片が使用され、その中に少なくとも１つの切欠
き１５’がすでに形成されている。
【００５６】
　発泡工具の、キャビティ８を画成する型壁３０には、少なくとも１つのベース状または
切り株状の突出部３４が設けられており、その突出部は、音吸収層１．１の切欠き１５’
に対応づけられている。突出部３４は、音吸収層１．１が発泡工具６IIIのキャビティ８
内へ挿入された場合に、その切欠き１５’を通り抜ける。突出部３４は、一周するアンダ
ーカットを有しているので、突出部が、音吸収層１．１の背面発泡すべき後ろ側において
切欠き１５’の端縁を覆い、それによって、噴射された反応混合物Ｒが切欠き１５’を介
して音吸収層１．１の前側へ流れることを防止する。アンダーカットは、たとえば、突出
部３４の外側の端面に固定された、反跳板３４．１によって形成されている。
【００５７】
　それぞれの切欠き１５’を通り抜ける突出部３４を別にして、好ましくは空気を透過す
るフリースからなる音吸収層１．１は、工具半体６．１の、キャビティ８を画成する型壁
３０を実質的に全面で覆っている。発泡工具６IIIの少なくとも１つの噴射通路９（注入
点７）は、突出部３４の反跳板または端面に対向してキャビティ８内へ連通しているので
、閉鎖されたキャビティ内へ噴射された反応混合物Ｒは、図９に矢印Ｅで示唆するように
、音吸収層１．１の背側に対して実質的に平行に発泡工具内へ投入される。発泡工具６II

Iは、ここでも排気通路３３を有しており、その排気通路は、挿入された音吸収層１．１
の外端縁の近傍においてキャビティ８内へ連通している。
【００５８】
　本発明に基づくライニングの他の好ましい形態は、その音吸収層のみがフレキシブルな
シールリップ１２’を形成していることにある。そのために、音吸収層１．１は、端縁側
において刻印されており、すなわち圧縮されたままとなる。音吸収層は、側方において、
発泡された音緩衝層１．２の端縁を越えて突出している。シールリップ１２’は、音緩衝
層１．２の端縁の全周面に沿って、あるいは端縁の一部分または複数部分にわたってだけ
、延びることができる。
【００５９】
　好ましくは熱可塑性のフリースからなる音吸収層１．１の端縁側の刻印が、図１０に示
されている。発泡工具６IVの上方の工具半体６．２と下方の工具半体６．１は、キャビテ
ィの端縁において挟持領域３５を形成している。下方の工具半体６．１上に載置される音
吸収層１．１は、発泡工具６IVの閉鎖後にその端縁が挟持領域３５内に挟持されるように
、寸法決めされている。音吸収層１．１を端縁側で挟持することによって、閉鎖されたキ
ャビティ内へ噴射された反応混合物が音吸収層１．１の端縁の回りに流れることが、防止
される。音吸収層１．１の背面発泡のための反応混合物の投入は、図６と７に示す噴射部
材１９に相当する、１つまたは複数の軸方向に摺動可能な噴射部材１９によって行われる
。空気を透過する熱可塑性の音吸収層１．１の厚みは、たとえば１０ｍｍから２０ｍｍの
範囲にある。それに対してフレキシブルなシールリップ１２’の厚みは、約２から３ｍｍ
である。発泡工具６IVは、挟持領域３５に対応づけられた加熱装置を有しており、その加
熱装置によって、そこで圧縮された熱可塑性の音吸収層１．１の端縁を、１００℃を越え
る温度に、たとえば約１２０℃に加熱することができる。加熱装置は、図示の実施例にお
いて、流体通路３６を有しており、その中で適当な液体、たとえばオイル、が循環してい
る。代替的に、加熱装置が、電気的な発熱部材を有することもできる。その他において、
発泡工具６IVは、ここでも流体通路１０、１１を有しており、その中を流れる流体の温度
は、上で図８を参照して述べたように制御される。
【００６０】
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　本発明に基づくライニングの他の好ましい形態によれば、多孔の吸収体１．１あるいは
付加的にその上に取り付けられるカバーフリースは、難燃性の繊維フリースから、好まし
くはポリエステルフリースから形成されている。ライニングは、好ましくは、少なくとも
１５０℃の温度耐性を有するように、形成されている。それによって、本発明に基づくラ
イニングは、自動車のエンジン近傍の領域内で、あるいは同様な温度負荷を受ける領域に
、効果的に使用される。
【００６１】
　本発明の形態は、上述した実施例に限定されるものではない。むしろ、請求項に記載さ
れる発明理念の原則的に異なる形態においても使用される、種々の変形例が考えられる。
すなわち、繊維フリースの代りに、多孔の、開放孔の発泡材を、音吸収層として使用する
こともできる。さらに、本発明に基づくライニング１は、たとえば、複数の部分的な音緩
衝領域、すなわち複数の互いに隔たった、実質的に孔のない、空気を透過しない複合スキ
ン領域を有することもでき、それらがライニング１上に、音緩衝に対する音響学的要請に
応じて所望に配置されている。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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